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         ３．関係規程等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現学長（長尾省吾）の任期は、平成２９年９月３０日までとなっており、次期学長候補

者を選考するための日程等を学内に公示したので、お知らせいたします。 

 

� お問い合わせ先  

香川大学 経営管理室 総務グループ 大麻、小西、造田 

TEL：０８７－８３２－１０１１、１０２２、１０１２ 

E-mail：soumst＠jim.ao.kagawa-u.ac.jp 



香 川 大 学 学 長 候 補 者 選 考 日 程

事 項 期 日（予定） 適 用 条 項

○学長選考について公示 学長選考会議 平成29年1月4日(水) 規程第5条第3項

・意向聴取等管理委員会委員選出を各学部等に依 1月4日(水) 規程第6条第2項

頼（2月13日（月）締切）

○意向聴取等管理委員会の設置 学長選考会議 2月14日（火） 規程第6条第1項

学内からの被推薦者の推薦学内からの被推薦者の推薦学内からの被推薦者の推薦学内からの被推薦者の推薦

○被推薦者推薦の公示及び推薦資格者に通知 学長選考会議 2月16日（木） 細則第6条第1項

（推薦受付開始日の10日前までに公示）

・推薦資格者名簿の縦覧 2月16日（木） 細則第6条第2,3項

（推薦公示日から推薦開始日の２日前まで） ～2月27日（月）

○学内からの被推薦者の推薦（約１週間予定） 学長選考会議 3月1日（水） 規程第7条第1～4項

～3月8日（水）

○学長候補適任者推薦書開封 学長選考会議 3月9日（木） 細則第7条第1,2項

なお、被推薦者が５人を超える場合は、管理委 細則第7条第3項

員会へ通知

＜被推薦者が５人を超えた場合＞

★管理委員会を開催

☆学内被推薦者投票の公示及び投票資格者に 管理委員会 3月16日（木） 細則第8条第1,2項

通知（投票日の10日前までに公示）

・投票資格者名簿の縦覧 3月16日（木） 細則第8条第3,4項

（投票の公示日から投票日の２日前まで） ～3月27日（月）

★学内被推薦者投票（得票多数５人以内を決 管理委員会 3月29日（水） 規程第7条第5～8項

定）及び開票 細則第12,13条

☆学内被推薦者投票の結果を学長選考会議に 管理委員会 3月29日（水） 細則第14条第1,2項

報告

○学長候補適任者の氏名を公表及び経営協議会学 学長選考会議 3月10日（金） 細則第7条第5,6項

外委員に通知 又は3月30日（木）

学外からの被推薦者の推薦学外からの被推薦者の推薦学外からの被推薦者の推薦学外からの被推薦者の推薦

○被推薦者推薦の受付期間、場所を通知 学長選考会議 2月16日（木） 細則第6条第1項

◇学外委員からの被推薦者の推薦（約１週間予定） 経営協議会 3月31日（金） 規程第8条第1項

学外委員 ～4月7日（金） 細則第9条

○推薦された被推薦者を学外委員に通知 学長選考会議 4月10日（月） 細則第9条第3項

◇協議の上、２人以内を選び学長候補適任者とし 経営協議会 細則第9条第4項

て選考会議へ推薦 学外委員

4月18日（火）4月18日（火）4月18日（火）4月18日（火）

●学内及び学外から推薦された者を学長候補適任 学長選考会議開催学長選考会議開催学長選考会議開催学長選考会議開催 規程第9条第1項

者として選定

○学長候補適任者を管理委員会に通知及び氏名を 学長選考会議 4月19日（水） 細則第10条第2,3項

公表

・学長候補適任者から所信の提出依頼（4月27日 4月19日（水） 規程第9条第2項

（木）締切） 細則第10条第1項

○学長候補適任者の所信を公表 学長選考会議 4月28日（金） 細則第10条第3項

意向聴取意向聴取意向聴取意向聴取

★意向聴取の公示及び学長候補適任者の所信・経 管理委員会 5月9日(火)又は11日(木) 細則第11条第1,2項

歴を投票資格者に通知

（投票の10日前までに公示）

・投票資格者名簿の縦覧 5月9日(火)又は11日(木) 細則第11条第3,4項

（投票公示日から投票日の２日前まで） ～5月18日（木）

☆意向聴取 投 票意向聴取 投 票意向聴取 投 票意向聴取 投 票 管理委員会 5月22日（月）5月22日（月）5月22日（月）5月22日（月） 規程第10条第1項

細則第12条

☆意向聴取 開 票意向聴取 開 票意向聴取 開 票意向聴取 開 票 管理委員会 5月23日（火）5月23日（火）5月23日（火）5月23日（火） 細則第13条

☆意向聴取投票の結果を学長選考会議に報告 管理委員会 細則第14条第1,3項

●学長候補者の選考 学長選考会議開催学長選考会議開催学長選考会議開催学長選考会議開催 5月23日（火）5月23日（火）5月23日（火）5月23日（火） 規程第11条第1項

（候補者から所信聴取）（候補者から所信聴取）（候補者から所信聴取）（候補者から所信聴取）

規程第11条第2項

○学長に報告するとともに公示（選考理由及び選 学長選考会議 5月23日（火） ～第4項

考経過も併せて公表）し、次期学長の任命を文

部科学大臣に申し出る

※ 期日については会議の開催日等により変更することがあります。変更した場合は、お知らせします。

［注］①規程は、「国立大学法人香川大学学長選考規程」を示す。

細則は、「国立大学法人香川大学学長選考に関する細則」を示す。

②○印は、学長選考会議事項を示し、●印は、学長選考会議開催を示す。

☆印は、意向聴取等管理委員会事項を示し、★印は、意向聴取等管理委員会開催を示す。

◇印は、国立大学法人香川大学経営協議会規則第２条第１項第３号に規定する者に関連する事項を示す。

③公示は、学内の所定の場所に掲示するとともに、本学のホームページへ掲載する。

公表は、本学のホームページへ掲載する。



学内教職員による

被推薦者の推薦

学長候補適任者の推薦

３月１日（水）～３月１日（水）～３月１日（水）～３月１日（水）～

３月８日（水）予定３月８日（水）予定３月８日（水）予定３月８日（水）予定

・１０名以上の連署

・被推薦者の同意

・推薦資格者

役員、助教以上、附属学校教

頭、主事、主幹教諭、教諭他、

係長相当職以上、看護師長

以上、副薬剤部長、技師長

⾹川⼤学学⻑選考フローチャート
（学⻑候補者決定まで）

３月２９日（水）予定３月２９日（水）予定３月２９日（水）予定３月２９日（水）予定

－５人を超えた場合－

学内教職員による

（ 学内被推薦者投票 ）

学長候補適任者の推薦

上位５名以内

・投票資格者

推薦資格者

と同じ

３月１０日（金）予定３月１０日（金）予定３月１０日（金）予定３月１０日（金）予定

・氏名の公表

３月３０日（木）予定３月３０日（木）予定３月３０日（木）予定３月３０日（木）予定

・氏名の公表

経営協議会学外委員による

被推薦者の推薦

学外委員が協議の上、２名以内

学長選考会議による

学長候補適任者の決定

学内教職員から

意 向 聴 取

学長選考会議による

学長候補者の選考

５月２２日（月）予定５月２２日（月）予定５月２２日（月）予定５月２２日（月）予定

・意向聴取資格者

役員、講師以上、附属学校教

頭及び主事、グループリーダ

ー・課長以上、看護部長

４月１８日（火）予定４月１８日（火）予定４月１８日（火）予定４月１８日（火）予定

５月２３日（火）予定５月２３日（火）予定５月２３日（火）予定５月２３日（火）予定

・学長候補者を学長へ報告及

び公示、選考結果の公表

・文部科学大臣への申出

３月３１日（金）～３月３１日（金）～３月３１日（金）～３月３１日（金）～

４月７日（金）予定４月７日（金）予定４月７日（金）予定４月７日（金）予定

・被推薦者の

同意
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○国立大学法人香川大学学長選考会議規則 

平成16年４月１日 

（趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人法（平成15年法律第112号）第12条及び国立大学法人香

川大学組織規則第９条の規定に基づき、国立大学法人香川大学学長選考会議（以下「学長

選考会議」という。）に関し、必要な事項を定める。 

（組織） 

第２条 学長選考会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 国立大学法人香川大学経営協議会規則第２条第１項第３号に掲げる者の中から国立

大学法人香川大学経営協議会（以下「経営協議会」という。）において選出された者 ６

人以上 

(2) 国立大学法人香川大学教育研究評議会規則第２条第１項第４号から第７号に掲げる

者の中から国立大学法人香川大学教育研究評議会（以下「教育研究評議会」という。）

において選出された者 ６人以上 

(3) 第５条第１項の議長が、第１号及び第２号の委員の意見を聴いて指名する理事 ３

人以内 

２ 第１項に掲げる者のほか、学長選考会議の定めるところにより、学長又は理事を臨時に

委員に加え議事に参加させることができる。ただし、その委員と第１項第３号の委員と合

わせた数が、委員の総数の３分の１を超えてはならない。 

（任期等） 

第３条 前条第１項の委員の任期は、２年とする。ただし、経営協議会委員、教育研究評議

会評議員又は理事でなくなった日をもって任期は終了するものとする。 

２ 前条第１項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 前条第１項の委員は、再任できるものとする。 

４ 前条第２項の委員の任期は、その都度、学長選考会議が別に定める。 

（審議事項） 

第４条 学長選考会議は、次の各号に掲げる事項について審議及び議決を行う。 

(1) 学長の選考に関する事項 

(2) 学長の解任に関する事項 

(3) 学長の任期に関する事項 

(4) 学長の業務の執行状況に関する事項 



2/2 

(5) その他学長選考会議に関し必要な事項 

（議長等） 

第５条 学長選考会議に議長を置き、第２条第１項第１号及び第２号の委員の互選により定

める。 

２ 学長選考会議に副議長を１人置く。副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、

その職務を代行する。 

３ 議長は、学長選考会議を主宰する。 

（会議の成立等） 

第６条 学長選考会議は、委員の３分の２以上が出席し、かつ第２条第１項第１号委員の過

半数が出席しなければ、学長選考会議を開くことができない。 

２ 学長選考会議の議事は、出席委員の過半数をもって決する。この場合において、可否同

数である場合は、議長がこれを決する。 

３ 前項の規定にかかわらず、学長解任請求に関する議事は、すべての委員の同意によらな

ければ議決できない。この場合において、第２条第１項第３号及び第２項に掲げる委員は、

議決に加わることができない。 

（委員以外の者の出席） 

第７条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができ

る。 

（雑則） 

第８条 この規則の改正は、学長選考会議の議を経て、議長が行う。 

２ この規則に定めるもののほか、学長選考会議の議事及び運営に関し必要な事項は、学長

選考会議の議を経て、議長が定める。 

附 則 

この規則は、平成16年４月５日から施行する。 

附 則（平成16年６月11日） 

この規則は、平成16年６月11日から施行する。 

附 則（平成23年４月１日） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年９月30日） 

この規則は、平成26年９月30日から施行する。 
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○国立大学法人香川大学学長選考規程 

平成16年10月６日 

（趣旨） 

第１条 この規程は、国立大学法人法（平成15年法律第112号）第12条第６項の規定に基づ

き、国立大学法人香川大学（以下「大学法人」という。）の学長の選考及び解任に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（選考機関） 

第２条 学長の選考は、国立大学法人香川大学学長選考会議（以下「選考会議」という。）

が行う。 

（学長の資格） 

第３条 学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適

切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、選考会議が別に定める

基準により、行わなければならない。 

（学長の任期） 

第４条 学長の任期は、４年とする。 

２ 学長は、再任されることができる。ただし、再任された場合の任期は２年とし、引き続

き６年を超えて在任することはできない。 

（選考の時期等） 

第５条 選考会議は、次の各号の１に該当する場合に、学長を選考する。 

(1) 学長の任期が満了するとき。 

(2) 学長の辞任が承認されたとき。 

(3) 学長が欠員となったとき。 

(4) 学長が解任されたとき。 

２ 学長の選考は、前項第１号に該当するときは、任期満了の２月以前に完了し、同項第２

号から第４号までに該当するときは、速やかに行う。 

３ 選考会議は、学長の選考を行うことを決定したときは、次のとおり公示する。 

(1) 学長選考を行う理由 

(2) 選考基準 

(3) 選考日程 

(4) その他選考会議が必要と認める事項 

（選考の運営） 
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第６条 選考会議は、学長の選考に当たり、学長候補者となるべき適任者（以下「学長候補

適任者」という。）として推薦された者（以下「被推薦者」という。）の学内被推薦者投

票及び意向聴取に関する事務を管理するため、意向聴取等管理委員会（以下「管理委員会」

という。）を置く。 

２ 管理委員会は、各学部、地域マネジメント研究科及び香川大学・愛媛大学連合法務研究

科の教授会において選出された者各３人をもって組織する。 

（学内からの被推薦者の推薦） 

第７条 選考会議は、学長候補適任者の選定に当たり、大学法人の役員及び職員に、被推薦

者を広く学内外から推薦させるものとする。 

２ 前項の推薦資格者は、別表第１に定める者とする。 

３ 第１項の推薦は、前項の推薦資格者の10人以上の連署をもって行うものとする。 

４ 第１項の推薦は、被推薦者の同意書を添えて行うものとする。 

５ 第１項の被推薦者が５人を超える場合は、大学法人の役員及び職員が推薦する学長候補

適任者を決定するため、学内被推薦者投票を行う。 

６ 大学法人の役員及び職員が推薦する学長候補適任者は、前項の投票において得票多数の

者５人以内とする。ただし、末位に得票同数の者があるときは、この者を加える。 

７ 学内被推薦者投票は、被推薦者について、単記無記名投票により行う。 

８ 前項の投票資格者は、別表第１に定める者とする。 

（学外からの被推薦者の推薦） 

第８条 選考会議は、学長候補適任者の選定に当たり、国立大学法人香川大学経営協議会規

則第２条第１項第３号に規定する者（以下「学外委員」という。）に、被推薦者を広く学

内外から推薦させるものとする。 

２ 前項の推薦は、前条に基づき推薦された者以外から行うものとする。 

３ 削除 

４ 第１項の推薦は、被推薦者の同意書を添えて行うものとする。 

５ 学外委員は、第１項の被推薦者について、協議の上、２人以内を選び学長候補適任者と

して選考会議へ推薦することができる。 

（学長候補適任者の選定） 

第９条 選考会議は、第７条及び第８条に基づき推薦された者を学長候補適任者として選定

する。ただし、被推薦者が、選考会議委員に該当する場合又は、やむを得ない事情により

学長候補適任者となることができない場合の取扱いは、選考会議の決定によるものとする。 
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２ 選考会議は、選定した学長候補適任者に対して、所信の提出を求めるものとする。 

（意向聴取） 

第10条 選考会議は、学内の意向を調査するため、大学法人の役員及び職員から意向聴取

を行う。 

２ 意向聴取は、前条に基づき選定された学長候補適任者について、単記無記名投票により

１回行うものとする。 

３ 前項の投票資格者は、別表第２に定める者とする。 

（学長候補者の選考） 

第11条 選考会議は、学長候補適任者に対して面接を行い、所信を聴取した上で、前条の

意向聴取の結果を参考として、第３条の規定により学長候補者を決定する。 

２ 学長候補者を決定したときは、学長に報告するとともに公示する。 

３ 学長は、前項の報告があったときは、速やかに次期学長の任命を文部科学大臣に申し出

るものとする。 

４ 選考会議は、選考理由及び選考経過も併せて遅滞なく公表する。 

（再選考） 

第12条 選考会議が選考した学長候補者がやむを得ない事情により選考会議の承認を得て

学長となることを辞退したときは、改めて第９条によって学長候補適任者を選定し、第

10条による意向聴取を行い、前条による選考を行う。 

（学長の解任） 

第13条 選考会議は、学長が次の各号の１に該当するときは、審査の上、文部科学大臣に

学長の解任を申し出ることができる。 

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

(2) 職務上の義務違反があるとき。 

(3) 職務の執行が適当でないため、法人の業務の実績が悪化した場合であって、学長に

引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるとき。 

(4) その他学長たるに適しないと認めるとき。 

（解任の審査） 

第14条 選考会議の議長（以下「議長」という。）は、次の各号の１に該当するときは、

速やかに選考会議を招集し、解任の審査を行うものとする。 

(1) 学外委員の３分の１以上の者から解任の審査請求があったとき。 

(2) 第10条の意向聴取の投票資格者の３分の１以上の者から解任の審査請求があったと
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き。 

２ 前項の審査請求は、解任審査請求の理由及び請求者の氏名等を明らかにした書面により、

議長に行うものとする。 

３ 選考会議は、学長に対して意見陳述の機会を設けなければならない。 

４ 前項の意見陳述は、書面により行うものとする。 

５ 選考会議は、解任審査請求の理由及び学長の意見陳述の要旨を公表した上で、第10条

に準じ、大学法人の役員及び職員から意向聴取を行うものとする。 

６ 選考会議は、意向聴取の結果を参考として、学長の解任の是非を決定する。 

７ 選考会議は、解任を是とする場合は、文部科学大臣に学長の解任を申し出る。 

（雑則） 

第15条 この規程の改正は、選考会議の議を経て、議長が行う。 

２ この規程に定めるもののほか、学長の選考及び解任に関し必要な事項は、選考会議の議

を経て、議長が定める。 

附 則 

１ この規程は、平成16年10月６日から施行し、平成16年４月１日から適用する。 

２ 国立大学法人法附則第２条第１項の規定により、最初に任命された学長の任期は、第４

条第１項の規定にかかわらず、同法附則第２条第４項の規定により、平成17年９月30日

までとする。 

附 則（平成19年４月１日） 

この規程は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年３月６日） 

この規程は、平成21年３月６日から施行する。 

附 則（平成21年６月11日） 

この規程は、平成21年６月11日から施行し、平成21年４月１日から適用する。 

附 則（平成22年５月31日） 

この規程は、平成22年５月31日から施行する。 

附 則（平成22年12月６日） 

この規程は、平成22年12月６日から施行する。 

附 則（平成23年４月１日） 

１ この規程は、平成23年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行日の前日において、現に第６条第２項により選出された委員である者は、
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引き続き平成23年５月31日までの間、改正後の第６条第２項により選出された委員とみ

なす。 

附 則（平成25年11月26日） 

この規程は、平成25年11月26日から施行し、平成25年４月１日から適用する。 

附 則（平成26年９月30日） 

この規程は、平成26年９月30日から施行する。 

附 則（平成27年２月13日） 

この規程は、平成27年２月13日から施行し、平成27年１月１日から適用する。 

附 則（平成27年４月１日） 

この規程は、平成27年４月１日から施行する。 

 

別表第１ 

職員等の種類 推薦資格者・学内被推薦者投票資格者の範囲 

役員等 学長、理事及び副学長 

教員 専任の教授、准教授、講師及び助教 

附属学校（園）の教頭、主事、主幹教諭、教諭及び養護教諭 

事務職員等 事務職員 係長相当職以上の者 

技術職員 係長相当職以上の者 

医療職員 看護部長、副看護部長、看護師長 

副薬剤部長 

技師長 

別表第２ 

職員等の種類 意向聴取資格者の範囲 

役員等 学長、理事及び副学長 

教員 専任の教授、准教授及び講師 

附属学校（園）の教頭及び主事 

事務職員等 法人本部の部長及びリーダー 

事務部の事務部長、事務部次長及び課長並びに事務課長 

看護部長 

 



○国立大学法人香川大学学長選考に関する細則 

平成16年10月６日 

（趣旨） 

第１条 この細則は、国立大学法人香川大学学長選考規程（以下「規程」という。）第15

条第２項の規定に基づき、学長の選考及び解任の実施に関し、必要な事項を定める。 

（資格者） 

第２条 規程第７条第２項の推薦資格者、規程第７条第８項の投票資格者、規程第10条第

３項及び規程第14条第５項の投票資格者は、それぞれの公示の日に在職する者とする。

ただし、休職者、停職者、育児休業者及び海外渡航（これに附随する内国旅行を含めるも

のとし、投票資格者にあっては、投票日の前日まで引き続いて不在となる者に限る。）中

の者を除く。 

（公示及び公表） 

第３条 規程及びこの細則に基づく公示及び公表は、次の各号による。 

(1) 公示は、学内の所定の場所に掲示するとともに、香川大学（以下「本学」という。）

のホームページへ掲載する。 

(2) 公表は、本学のホームページへ掲載する。 

（意向聴取等管理委員会） 

第４条 規程第６条の意向聴取等管理委員会（以下「管理委員会」という。）に委員長及び

副委員長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、管理委員会の会務を掌理し、その議長となる。 

３ 委員長に事故ある場合は、副委員長がその職務を代行する。 

４ 管理委員会は、委員の３分の２以上の出席がなければ議事を開くことができない。 

５ 管理委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。この場合において、可否同数

である場合は、議長がこれを決する。 

６ 委員が学長候補適任者に推薦されたときは、管理委員会委員としての職を失うものとす

る。 

７ 委員に欠員を生じたときは、各学部、地域マネジメント研究科及び香川大学・愛媛大学

連合法務研究科の教授会が選出し補充するものとする。 

（管理委員会の任務） 

第５条 管理委員会は、国立大学法人香川大学学長選考会議（以下「選考会議」という。）

から付託された次の各号に掲げる事項を行う。 



(1) 学内被推薦者投票の実施及び管理に関すること。 

(2) 意向聴取の実施及び管理に関すること。 

(3) その他選考会議から付託された事項 

２ 投票及び開票を行うための投票立会人及び開票立会人を置き、管理委員会委員をもって

充てる。 

３ 投票立会人は、各投票所に２人以上を置く。 

４ 開票立会人は、委員長、副委員長及び委員若干人とする。 

５ 管理委員会に投票に関する事務を処理するため事務職員若干人を置く。 

（推薦の公示） 

第６条 選考会議は、推薦の受付を開始する日（以下「推薦受付開始日」という。）の10

日前までに、次の各号に掲げる事項について、学部等所定の掲示場に公示するとともに学

内及び学外の推薦資格者に通知する。 

(1) 推薦を受け付ける期間 

(2) 推薦を受け付ける場所 

２ 選考会議は、規程第７条第２項に基づき推薦資格者名簿（別紙第１号様式）を作成する。 

３ 推薦資格者名簿は、推薦の公示の日から推薦受付開始日の２日前（国立大学法人香川大

学職員就業規則第53条に規定する休日（以下「休日」という。）を除く。）まで経営管

理室総務グループ及び各事務部（医学部にあっては総務課。以下同じ。）において、縦覧

に供する。 

４ 推薦資格者名簿に脱落又は誤記があると認めるときは、前項に規定する期間内に、選考

会議に異議を申し出ることができる。 

５ 選考会議は、前項の申出を受けたときは、推薦受付開始日の前日までに、その申出を審

査し、それが正当であると認定したときは、直ちに推薦資格者名簿を訂正する。 

（学内からの被推薦者の推薦） 

第７条 規程第７条に基づく推薦は、国立大学法人香川大学学長候補適任者推薦書（別紙第

２号様式）により行う。 

２ 推薦書は、同意書（別紙第３号様式）を添えて国立大学法人香川大学学長候補適任者推

薦用封筒（別紙第４号様式）に封入し、推薦代表者が署名、押印の上、選考会議に提出す

るものとする。 

３ 選考会議は、学長候補適任者として推薦された者（以下「被推薦者」という。）が５人

を超える場合、管理委員会へ通知し、学内被推薦者投票を行う。 



４ 管理委員会は、学内被推薦者投票において得票多数の者５人以内を推薦する学長候補適

任者として決定する。ただし、末位に得票同数の者があるときは、この者を加えるものと

する。 

５ 選考会議は、前項により決定された被推薦者について、その氏名（五十音順）を公表す

る。ただし、投票の得票数は、公表しない。 

６ 選考会議は、第４項により決定された被推薦者を国立大学法人香川大学経営協議会規則

第２条第１項第３号に規定する者（以下「学外委員」という。）へ通知するものとする。 

（学内被推薦者投票の公示） 

第８条 管理委員会は、投票の日の10日前までに、次の各号に掲げる事項について、学部

等の所定の場所に公示するとともに学内の投票資格者に通知する。 

(1) 投票を行う日時 

(2) 投票を行う場所 

(3) 被推薦者の氏名（五十音順とする。） 

２ 前項の通知は、被推薦者の経歴を併せて通知する。 

３ 管理委員会は、規程第７条第８項に基づき投票資格者名簿（別紙第１号様式）を作成す

る。 

４ 投票資格者名簿は、投票の公示の日から投票の日の２日前（休日を除く。）まで経営管

理室総務グループ及び各事務部において、縦覧に供する。 

５ 投票資格者名簿に脱落又は誤記があると認めるときは、前項に規定する期間内に、管理

委員会に異議を申し出ることができる。 

６ 管理委員会は、前項の申出を受けたときは、投票の日の前日までに、その申出を審査し、

それが正当であると認定したときは、直ちに投票資格者名簿を訂正する。 

（学外からの被推薦者の推薦） 

第９条 規程第８条に基づく推薦は、国立大学法人香川大学学長候補適任者推薦書（別紙第

２号様式）により行う。 

２ 推薦書は、同意書（別紙第３号様式）を添えて国立大学法人香川大学学長候補適任者推

薦用封筒（別紙第４号様式）に封入し、推薦者が署名、押印の上、選考会議に提出するも

のとする。 

３ 選考会議は、前項により推薦された被推薦者を学外委員に通知する。 

４ 学外委員は、通知された被推薦者について、協議の上、２人以内を選び学長候補適任者

として推薦することができる。 



５ 学外委員は、前項の被推薦者について、学長候補適任者推薦名簿（別紙第５号様式）を

選考会議へ提出する。 

（学長候補適任者の選定） 

第10条 選考会議は、学長候補適任者を選定したときは、意向聴取の実施に先立ち、速や

かに、学長候補適任者に対して、本学の理念・目標及び大学運営等についての所信の提出

を求めるものとする。 

２ 選考会議は、選定した学長候補適任者を管理委員会へ通知する。 

３ 選考会議は、選定した学長候補適任者の氏名（五十音順）及び所信を公表する。 

４ 第１項の所信の書式は、別紙第６号様式のとおりとする。 

（意向聴取の公示） 

第11条 管理委員会は、投票の日の10日前までに、次の各号に掲げる事項について、学部

等の所定の場所に公示するとともに学内の投票資格者に通知する。 

(1) 投票を行う日時 

(2) 投票を行う場所 

(3) 選考会議が選定した学長候補適任者の氏名（五十音順とする。） 

２ 前項の通知は、学長候補適任者の所信及び経歴を併せて通知する。 

３ 管理委員会は、規程第10条第３項に基づき投票資格者名簿（別紙第１号様式）を作成

する。 

４ 投票資格者名簿は、投票の公示の日から投票の日の２日前（休日を除く。）まで経営管

理室総務グループ及び各事務部において、縦覧に供する。 

５ 投票資格者名簿に脱落又は誤記があると認めるときは、前項に規定する期間内に、管理

委員会に異議を申し出ることができる。 

６ 管理委員会は、前項の申出を受けたときは、投票の日の前日までに、その申出を審査し、

それが正当であると認定したときは、直ちに投票資格者名簿を訂正する。 

（投票、意向聴取及び方法） 

第12条 規程第７条第５項に基づく学内被推薦者投票及び規程第10条第１項に基づく意向

聴取は、管理委員会が設置する所定の投票所において、投票資格者の受付を行い、所定の

投票用紙によって行う。 

２ 所定の投票所は、教育学部投票所、経済学部投票所、医学部投票所、工学部投票所、農

学部投票所の５箇所を設置する。 

３ 学内被推薦者投票は、別紙第７号様式の投票用紙によって行う。 



４ 意向聴取投票は、別紙第８号様式の投票用紙によって行う。 

５ 投票資格者は、在職する部局等が所在する地区に設置される投票所において投票を行う。

ただし、事前に管理委員会の了承を得た場合は、この限りでない。 

６ 意向聴取資格者が、本学の業務上のやむを得ない事由により、意向聴取日に投票できな

いときは、不在者投票を行うことができる。なお、不在者投票の実施については、意向聴

取等管理委員会が、その都度定める。 

７ 代理投票は、認めない。 

８ 管理委員会は、各投票所に２人以上の投票立会人を置く。 

９ 投票の終了後、投票立会人は投票箱を閉鎖し、当該投票箱を速やかに開票所へ送達する。 

（開票） 

第13条 管理委員会は、法人本部に開票所を設置し、開票立会人を置く。 

２ 開票立会人は、得票数を投票者数と照合した後、直ちに開票を行う。 

（報告） 

第14条 管理委員会は、第12条の投票の結果を、速やかに選考会議に報告するものとする。 

２ 学内被推薦者投票の結果の報告は、学長候補適任者推薦名簿（別紙第９号様式）によっ

て行う。 

３ 意向聴取投票の結果の報告は、別紙第10号様式によって行う。 

（投票の効力） 

第15条 投票は、白票は有効とし、次の各号に掲げる場合は無効とする。 

(1) 正規の投票用紙を用いないもの 

(2) ２人以上の氏名を連記したもの 

(3) どの候補者に投票したか判定できないもの 

(4) 記名投票をしたもの 

(5) 他事を記載したもの。ただし、所属、職名又は敬称の類を記載したものは、この限

りでない。 

（同一氏名等の学長候補適任者に対する効力） 

第16条 同一の氏名、氏又は名の学長候補適任者が２人以上ある場合において、その氏名、

氏又は名のみを記載した投票は、有効とする。 

２ 前項の投票は、当該学長候補者のその他の有効投票数に応じて按分し、それぞれの得票

数に加えるものとする。 

（投票の効力の疑義） 



第17条 投票の効力について疑義が生じたときは、管理委員会が決定するところによる。 

（解任の審査時の意向聴取及び方法） 

第18条 規程第14条第５項に基づく解任の審査を行う場合の意向聴取は、管理委員会が設

置する所定の投票所において、投票資格者の受付を行い、所定の投票用紙によって行う。 

２ 管理委員会は、解任審査請求の理由及び学長の書面による意見陳述を投票資格者に通知

する。 

３ 第１項の意向聴取は、解任審査請求の理由について、無記名投票によって行う。 

４ 第１項の投票用紙は、管理委員会が別に定める。 

５ 管理委員会は、意向聴取投票の結果を、速やかに選考会議に報告するものとする。 

６ 第11条第１項第１号及び同項第２号、第11条第３項から第６項まで、第12条第２項及

び第５項から第８項まで、第13条並びに第17条の規定は、解任の審査を行う場合の意向

聴取について準用する。 

（委員会の事務） 

第19条 管理委員会の事務は、経営管理室総務グループにおいて処理する。 

（雑則） 

第20条 この細則の改正は、選考会議の議を経て、選考会議議長が行う。 

２ この細則の解釈について疑義が生じた場合は、選考会議が決定する。 

附 則 

この細則は、平成16年10月６日から施行し、平成16年４月１日から適用する。 

附 則（平成17年６年23日） 

この細則は、平成17年８月３日から施行し、平成17年６月１日から適用する。 

附 則（平成21年２月10日） 

この細則は、平成21年２月10日から施行する。 

附 則（平成21年６月11日） 

この細則は、平成21年６月11日から施行し、平成21年４月１日から適用する。 

附 則（平成22年５月31日） 

この細則は、平成22年５月31日から施行する。 

附 則（平成22年12月６日） 

この細則は、平成22年12月６日から施行する。 

附 則（平成23年１月24日） 

この細則は、平成23年１月24日から施行する。 



附 則（平成23年４月１日） 

この細則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年４月28日） 

この細則は、平成23年４月28日から施行する。 

附 則（平成25年11月26日） 

１ この規程は、平成25年11月26日から施行し、平成25年４月１日から適用する。 

附 則（平成26年12月３日） 

この細則は、平成26年12月３日から施行する。 

附 則（平成27年10月26日） 

１ この細則は、平成27年10月26日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


